
令和 5 年 5 月 10 日届出

夜の12時は

□女 「午前0時」、

← 昼の12時は

「午後0時」と

書いてください。

番地 ４自宅 ５その他

１ 号

番

子が生まれた          　　
ときの年齢 　体重及び身長

(11) は、立会者が医

師又は助産師以

 外国人のときは 外の者で、わか

 国籍だけを書い らなければ書か

 てください なくてもかまい

(13) ません。

□ 1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯

□ 2.自由業・商工業・サービス等を個人で経営している世帯 　この母の出産

□ 3.企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業員数が 1人から99人 した子の数は、

までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5) 当該母又は家人

□ 4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契 上記のとおり証明する。 などから聞いて

約の雇用者は5) 5 年 5 月 2 日 書いてください。

□ 5.1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯 （住所)

□ 6.仕事をしている者のいない世帯 　この出生証明

(国勢調査の年・・令和 　 年・・の4月1日から翌年の3月31日までに子が生まれたときだけ書いてください) (15) 番 書の作成者の順

序は、この出生

の立会者が例え

ば医師・助産師

ともに立ち会っ

た場合には医師

□ 父 が書くように1、

□ 母 2、3の順序に

□ ７．公設所の長 従って書いてく

番地 ださい。

１ 号
番地

番

届出人の署名は、法律上の届出義務者が自署してください。

（届出義務者の第一順位は出生子の父または母です。）

出　生　届
出　生　証　明　書

埼玉県戸田市 長  殿

（１）

生
ま
れ
た
子

（ よ み か た ） と だ つ き こ 父母と
の

続き柄

（２） 5 月 １

子 の 氏 名 戸 田 月 子

（４）

住 所 埼玉県戸田市上戸田１丁目１８

住 民 登 録 を
す る と こ ろ

（よみかた） と だ   　 た ろ う

３ 分
□午後

日

午前

記入の注意

子の氏名
男女
の別

１　男 ２　女
□嫡出子

長
□男

□嫡出でない子

生まれたとき 0 時 3 分
午後

令和 5 年 5 月 1

（３）
生まれたとこ

ろ 埼玉県戸田市上戸田４丁目８
番地

１
号番

日
□午前

０ 時生まれたとき 令和 5 年

出 生 し た
ところ及び
そ の 種 別

出生したと
ころの種別

１病院

世帯主
の氏名 戸 田　 太 郎

２診療所 ３助産所

埼玉県戸田市上戸田4丁目

１
号

戸 田　花 子 出生したところ
の種別１～３ 文化会館病院
施設の名称

世帯主と
の続き柄 子 ８

番地

（戸田マンション２０１号室）
番

出生した
ところ

(10)

平成２ 年 ６月　　２０日（満32歳）昭和６３ 年 ８月　２１日 （満34歳）

父 戸 田　太 郎 母

体重及び身長

体重 身長
←

（６）

本 籍 埼玉県戸田市下前１丁目２０
番地

（５）

生
ま
れ
た
子
の
父
と
母

父 母 の 氏 名
生 年 月 日

（８）

子が生まれた
ときの世帯の
おもな仕事と

3000
ｸﾞﾗﾑ

50
ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ

番

筆頭者
の氏名 　　　　　　戸 田　太 郎

(12) 単胎・
１単胎 ２多胎（ 子中第 子）

多胎の別

母 の 氏 名 戸田 花子 妊娠
週数

満 39 週

(14) 死亡した子を含む

0 日
（７） 同居を始めたとき 令和３ 年 ６ 月 結婚式をあげたとき、または、同居を始めたと

きのうち早いほうを書いてください

1　医    師

埼玉県戸田市上戸田4丁目8
番地

1
号

←

←

死産児 妊娠満２２週以後 ０ 胎

令和

この母の出産
し た 子 の 数

出生子
この出生子及び出生後

１ 人

1． □２．法定代理人（　　　）　□３．同居者　□４．医師　□５．助産師　□６．その他の立会者

住 所
埼玉県戸田市上戸田１丁目１８

（戸田マンション２０１号室）

（９）

父 母 の 職
業

2　助 産 師

父の職業 母の職業
3　そ の 他

そ
の
他

番

本 籍
埼玉県戸田市下前１丁目２０ 筆頭者

の氏名 戸 田　太 郎

(氏名) 文化 太郎

署 名
戸 田　太 郎 印 平成２ 年 ６ 月 ２０日生

(※押印は任意)

事 件 簿 番 号

連
絡
先

電話 048 441-1800 番

自宅・勤務先・呼出 方

・文字は、正確、丁寧に記載してください。
・届出に使用した印鑑をお持ちください。
・消せるボールペン等は使用しないでください。

出生証明書に記入された通

りの時間を記入してください。

夜１２時→午前０時

昼１２時→午後０時

届出人の生年月日を記入してください。

子の氏名は空欄で構いませ

昼間に連絡のつく電話番号を記入してください。

携帯電話でも構いません。

世帯主が父母どちらかの場合→「子」

世帯主がお子様から見て祖父母の

場合→「子の子」

お子さんが生まれた日を含めて１４日

以内に届け出てください。

【必要なもの】
１．本人確認書類（免許証、パスポート等）
２．母子手帳

【注意事項】
１．転居、転出、転入等がある方は別途手続きが必要となります。
お子様が生まれる前後で住所の異動がある方はお問い合わせください。

２．お名前の文字等は、戸籍に記載されている通り正確に記入してくだ
さい。

３．お子様の個人番号通知書は住民登録されているご住所に
郵送されます。

４．父母が外国人の場合や、国外で生まれた場合については、
事前にお問い合わせください。
日本で出生した外国人の方で、出生から６０日を超えて
日本に在留する場合は、
出生の日から３０日以内に「在留資格取得許可申請」を行ってください。

問合せ：東京出入国在留管理局さいたま出張所 ０４８－８５１－９６７１

※特別永住者の方は、市民課管理担当（内線２０４）へ

お問い合わせください。

５．児童手当やこども医療費の申請にも必要書類があります。
詳しくはこども家庭支援室にお問い合わせください。


